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一 

石
川
県
河
北
郡
内
灘
地
区
は
日
米
行
政
協
定
に
基
く
「
内
灘
演
習
場
一
時
使
用
に
関
す
る
件
」
と
し
て
、
昭
和
二
十
七
年

十
二
月
五
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
閣
議
了
解
事
項
と
し
て
決
定
せ
ら
れ
た
。
そ
の
閣
議
了
解
要
旨
に
よ
れ
ば
、
「
内
灘
演
習

場
一
時
使
用
に
関
す
る
件
」
と
し
て
、
石
川
県
河
北
郡
内
灘
地
区
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
よ
り
同
年
四
月
末
ま
で
一

時
使
用
す
る
と
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
且
つ
、
閣
議
に
お
い
て
決
定
以
前
、
地
元
民
と
の
交
渉
折
衝
に
お
い
て
も
政
府

当
局
は
あ
き
ら
か
に
「
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
よ
り
同
年
四
月
末
ま
で
一
時
使
用
す
る
」
の
旨
を
た
び
た
び
明
言
し
て

き
た
。
そ
れ
の
み
か
、
「
内
灘
演
習
場
」
の
昭
和
二
十
八
年
一
月
か
ら
四
月
末
ま
で
の
期
限
づ
き
使
用
は
、
そ
の
代
地
の
発
見

確
定
ま
で
の
一
時
的
の
使
用
で
あ
つ
て
、
そ
の
当
初
の
交
渉
折
衝
の
過
程
に
お
い
て
は
、「
無
期
限
使
用
」
な
い
し
は
「
継

続
使
用
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
政
府
当
局
は
内
灘
地
区
地
元
民
に
対
し
て
い
さ
さ
か
も
明
確
な
る
意
思
表
示
は
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。 

以
上
の
事
実
は
、
内
灘
地
区
地
元
民
の
陳
情
に
よ
つ
て
も
、
ま
た
明
ら
か
に
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
み 

石
川
県
河
北
郡
内
灘
地
区
の
「
内
灘
演
習
場
一
時
使
用
に
関
す
る
件
」
に
つ
い
て
の
質
問
主
意
書 
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三 

政
府
は
か
く
し
て
昭
和
二
十
八
年
四
月
末
日
、
内
灘
演
習
場
の
試
射
は
こ
れ
を
停
止
し
た
が
、
そ
の
後
と
い
え
ど
も
地

元
民
と
の
交
渉
折
衝
は
す
こ
ぶ
る
不
充
分
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
年
六
月
十
三
日
に
「
六
月
十
五
日
か
ら

試
射
を
開
始
す
る
」
と
言
明
し
た
の
み
か
、
六
月
十
五
日
に
試
射
演
習
を
開
始
し
た
。
こ
の
事
実
に
対
し
て
は
、
内
灘
地

区
の
地
元
民
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
石
川
県
民
あ
げ
て
政
府
の
公
約
違
反
に
対
し
て
は
げ
し
い
反
対
を
い
ま
だ
に
続
行
し
て

い
る
。 

二 

政
府
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
五
日
の
閣
議
了
解
要
旨
ど
お
り
に
、「
内
灘
演
習
場
一
時
使
用
に
関
す
る
件
」
と
、
そ

の
題
目
に
お
い
て
さ
え
も
、「
一
時
使
用
に
関
す
る
件
」
と
明
白
に
し
て
い
た
た
め
に
内
灘
地
区
の
試
射
演
習
は
、
二
十
八

年
四
月
末
日
こ
れ
を
停
止
し
た
。
し
か
し
て
そ
の
停
止
は
、
政
府
当
局
は
内
灘
地
区
地
元
民
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
公
約
」

に
よ
る
と
も
言
明
し
た
の
で
あ
る
。 

な
ら
ず
昭
和
二
十
八
年
一
月
か
ら
四
月
末
ま
で
の
一
時
使
用
に
つ
い
て
は
、
本
件
に
つ
い
て
の
政
府
代
表
と
し
て
、
地
元
民

と
交
渉
折
衝
し
た
林
屋
前
国
務
相
も
、
第
十
六
回
国
会
の
衆
・
参
両
院
の
各
委
員
会
の
参
考
人
と
し
て
陳
述
し
て
い
る
。 

四 

 



 

 

五 

こ
れ
を
要
す
る
に
内
灘
地
区
の
演
習
場
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
は
じ
め
か
ら
政
府
側
に
交
渉
説
得
上
に
あ
き
ら
か
な

手
落
ち
、
食
言
等
が
あ
つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
政
府
は
当
初
の
い
わ
ゆ
る
「
公

約
」
に
違
反
す
る
不
信
的
な
行
為
を
あ
え
て
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
る
が
ゆ
え
に
政
府
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
五

日
閣
議
了
解
要
旨
が
明
示
す
る
が
ご
と
く
に
「
内
灘
演
習
場
」
は
こ
れ
を
昭
和
二
十
八
年
一
月
か
ら
同
年
四
月
未
日
ま
で
の

一
時
使
用
と
し
、
す
み
や
か
に
そ
の
代
地
を
他
に
求
め
、
内
灘
地
区
か
ら
演
習
施
設
い
つ
さ
い
を
即
時
撤
去
す
べ
き
で
あ

る
。 以

上
に
対
す
る
政
府
の
明
確
な
る
回
答
を
承
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


